
2025年5月16日

住所　鹿児島市金生町６番６号

株式会社　鹿　児　島　銀　行

取締役頭取　郡　山　明　久

貸借対照表（２０２５年３月３１日現在）

科          目 金 額 科          目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

1,071,135 4,867,191

現 金 50,784 84,121

預 け 金 1,020,350 3,251,178

7,501 142,618

5 22,060

商 品 国 債 5 1,317,905

768,782 49,306

国 債 140,721 202,727

地 方 債 112,607 15,785

短 期 社 債 21,985 208,697

社 債 237,085 649,284

株 式 75,011 649,284

そ の 他 の 証 券 181,370 173

4,423,517 75

割 引 手 形 3,227 98

手 形 貸 付 104,749 12,186

証 書 貸 付 3,928,337 56,049

当 座 貸 越 387,202 812

4,498 2,955

外 国 他 店 預 け 4,425 1,647

取 立 外 国 為 替 72 6,055

49,418 34,930

前 払 費 用 128 1,118

未 収 収 益 5,373 164

金 融 派 生 商 品 41,265 8,365

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 1,178 1,540

そ の 他 の 資 産 1,473 126

62,588 235

建 物 21,170 491

土 地 34,344 6,744

リ ー ス 資 産 1,065 28,212

建 設 仮 勘 定 13 6,049,445

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 5,994

5,506 18,130

ソ フ ト ウ ェ ア 5,361 11,204

リ ー ス 資 産 0 11,204

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 144 282,263

9,757 18,130

6,560 264,132

28,212 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 829

△ 47,648 固定資産圧縮特別勘定積立金 14

別 途 積 立 金 244,000

繰 越 利 益 剰 余 金 19,287

311,598

△ 10,137

24,822

14,105

28,790

340,389

6,389,834 6,389,834

注　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

商 品 有 価 証 券

資 本 金

負 債 の 部 合 計

前 払 年 金 費 用

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

偶 発 損 失 引 当 金

売 渡 外 国 為 替

役 員 株 式 給 付 引 当 金

そ の 他 の 預 金

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

資 本 準 備 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

利 益 準 備 金

株 主 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

信 託 勘 定 借

借 入 金

買 入 金 銭 債 権

資 本 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返

そ の 他 利 益 剰 余 金

当 座 預 金

普 通 預 金

未 払 費 用

（ 純 資 産 の 部 ）

支 払 承 諾

そ の 他 の 負 債

売 現 先 勘 定

前 受 収 益

そ の 他 負 債

外 国 為 替

借 用 金

未 払 法 人 税 等

第１１７期　　決　算　公　告

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

現 金 預 け 金

有 価 証 券

預 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

金 融 派 生 商 品

未 払 外 国 為 替

（単位：百万円）

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

譲 渡 性 預 金
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損益計算書　　
２０２４年４月 １日から
２０２５年３月３１日まで

（単位：百万円）

 89,536

61,641  

貸 出 金 利 息 41,502  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 12,138  

コ ー ル ロ ー ン 利 息 331  

預 け 金 利 息 0  

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 5,141

そ の 他 の 受 入 利 息 2,527

101

13,383

受 入 為 替 手 数 料 3,300

そ の 他 の 役 務 収 益 10,082

6,679

国 債 等 債 券 売 却 益 6,562

金 融 派 生 商 品 収 益 8

そ の 他 の 業 務 収 益 108

7,730

株 式 等 売 却 益 6,832

そ の 他 の 経 常 収 益 897

70,057

13,006

預 金 利 息 2,990

譲 渡 性 預 金 利 息 318

コ ー ル マ ネ ー 利 息 0

売 現 先 利 息 1,387

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 7,318

借 用 金 利 息 832

そ の 他 の 支 払 利 息 159

5,845

支 払 為 替 手 数 料 350

そ の 他 の 役 務 費 用 5,495

14,354

外 国 為 替 売 買 損 2,564

国 債 等 債 券 売 却 損 11,725

そ の 他 の 業 務 費 用 64

33,546

3,304

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,088

株 式 等 売 却 損 123

株 式 等 償 却 0

そ の 他 の 経 常 費 用 1,091

19,478

金　　　　　　　額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

科　　　　　　　目

信 託 報 酬
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そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

経 常 利 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用



（単位：百万円）

30

固 定 資 産 処 分 益 30

176

固 定 資 産 処 分 損 176

19,332

4,313

1,004

   法   人   税   等   合   計 5,317

14,015
注　記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

法 人 税 等 合 計

金　　　　　　　額

法 人 税 等 調 整 額

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

科　　　　　　　目
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当 期 純 利 益

特 別 損 失

特 別 利 益
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個 別 注 記 表 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

1．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

   商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行

っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

   有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券につ

いては時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株

式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券

の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

   デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

   有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く｡）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について

は定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

   建    物    19年 ～  50年 

   そ の 他    ２年 ～ 30年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 (3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資

産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価

保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

6．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実 

務指針｣(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日)に規
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定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間にお

ける各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

   正常先債権及び要管理先債権以外の要注意先債権については今後１年間の予想損失額 

を見込んで計上し、要管理先債権については今後３年間の予想損失額を見込み、貸倒

引当金として計上しております。 

予想損失額は、１年間または３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定 

期間における平均値に基づき損失率を求め、これに直近の貸倒実績を反映するなど必

要な修正を加えて算出しております。  

要管理先債権に相当する債権において、与信額が一定額以上の大口債務者のうち、

債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約

定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キ

ャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的

に判断し必要と認める額を計上しております。 

    破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した資産管理部署が査定結果を検証しております。 

 (2) 退職給付引当金 

     退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債

務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異

の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数  (10

年)による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数 (10年)による定率法により発生の翌事業年度から損益処理 

(3) 役員株式給付引当金 

     役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役（監査等委員である

取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締役を除

く。）及び執行役員への報酬支払に備えるため、取締役及び執行役員に対する報酬の

支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しており

ます。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自

社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号2015年３月

26日）に準じた処理をしております。 

(4) 睡眠預金払戻損失引当金 

     睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求
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に備えるため、過去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 

 (5) 偶発損失引当金 

     偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度等の代位弁済に伴い発生する負担

金等の支払いに備えるため、将来発生する損失額を見積もり計上しております。 

7．ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利リスク・ヘッジ 

     金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業

種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24

号」という。) に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に

ついては、貸出・債券等の金利変動リスクを減殺する目的で行うヘッジ、及びキャッ

シュ・フローを固定する目的で行うヘッジについてヘッジ対象とヘッジ手段の金利変

動要素等の相関関係を検証しております。 

     また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 (2) 為替変動リスク・ヘッジ 

     外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀

行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣(日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日)に規定する繰延ヘッジによ

っております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変

動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手

段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ

ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 

重要な会計上の見積り 

1．貸倒引当金の見積り 

(1)財務諸表に計上した金額 

貸倒引当金  47,648百万円 

(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 

①見積り金額の算出方法 

当行の貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」の「6．引当金の計上基準（1）貸倒

引当金」に記載しております。 

②見積り金額の算出に用いた仮定 

貸倒引当金は、債務者の現時点の財務内容や債務返済能力等を総合的に勘案し債務者区分

を決定しており、過去の貸倒実績率を基礎に算定した予想損失率や合理的に見積られたキャ

ッシュ・フローに基づき算出しております。 

③翌年度の財務諸表に与える影響 

上記②に記載した債務者区分の決定、予想損失率及びキャッシュ・フローの見積りに用い

た仮定は不確実であり、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化

した場合においては、損失額が増減する可能性があります。 
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未適用の会計基準等 

（リースに関する会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13

日）等 

 

1．概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環

として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の

開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第

16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れる

のではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS

第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリー

ス会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、

リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、

全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計

上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

2．適用予定日 

2028年３月期の期首より適用予定であります。 

 

3．当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につきましては、現

時点で評価中であります。 
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追加情報 

（株式給付信託） 

当行は、取締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者

及び非業務執行取締役を除く。）及び執行役員（以下、総称して「対象役員」という。）

の報酬と親会社である株式会社九州フィナンシャルグループ（以下、「九州フィナンシャ

ルグループ」という。）の株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によ

るメリットのみならず、株価下落リスクまでも九州フィナンシャルグループの株主の皆様

と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること

を目的として、株式報酬制度「株式給付信託」（以下「本制度」という。）を導入してお

ります。なお、役員株式給付引当金の算出方法については、「重要な会計方針」の「6．

引当金の計上基準（3）役員株式給付引当金」に記載しております。 

1．取引の概要 

本制度は、九州フィナンシャルグループが拠出する金銭を原資として、九州フィナンシャ

ルグループの株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）

を通じて取得され、対象役員に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、九州フ

ィナンシャルグループの株式及び当該株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、本項

目において「株式等」という。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、

対象役員が株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。 

2．信託が保有する当行の株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

注記事項 

 （貸借対照表関係） 

1．関係会社の株式総額      778百万円 

 2．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりで

あります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利

息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証

券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、

「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの

並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又

は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額         13,469百万円 

危険債権額                                   36,620百万円 

三月以上延滞債権額                 －百万円 

貸出条件緩和債権額                41,125百万円 

合計額                    91,215百万円 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続
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開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準

ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績

が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債

権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延し

ている貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもの

であります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の

減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め

を行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞

債権に該当しないものであります。 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 3．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。

これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で

自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,227百万円であります。 

 4. ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表

示」（移管指針第１号 2024年７月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として

会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、600百万円であります。 

 5．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

 有価証券 498,469百万円 

 貸出金 807,606百万円 

 担保資産に対応する債務 

 預金 36,443百万円 

 売現先勘定 15,785百万円 

 債券貸借取引受入担保金 208,697百万円 

 借用金 649,200百万円 

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保として、有価証券12,755百万円及

びその他資産545百万円を差し入れております。また、その他資産には、保証金及び金

融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。 

 保証金 296百万円 

金融商品等差入担保金 1,178百万円 

 6．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申

し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額ま

で資金を貸付けることを約する契約であります。 

これらの契約に係る融資未実行残高は755,407百万円であり、このうち原契約期間が１

年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが733,201百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行
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残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由

があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をするこ

とができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

7．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日            1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第１

号に定める地価公示価格に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

しております。 

ただし、適切な地価公示価格がない場合は同施行令第２条第２号に定める基準地

価又は同施行令第２条第４号に定める地価税法に規定する方法により算定した価

格に時点修正等合理的な調整を行って算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の

合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 12,594百万円 

8．有形固定資産の減価償却累計額          36,890百万円 

9．有形固定資産の圧縮記帳額        3,689百万円 

10．単体自己資本比率  11.36％ 

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による

社債に対する当行の保証債務の額は19,548百万円であります。 

12．取締役との間の取引による取締役に対する金銭債務総額 211百万円 

13．関係会社に対する金銭債権総額         30,996百万円 

14．関係会社に対する金銭債務総額          6,272百万円 

15．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の

規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて

得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。 

なお、当行は利益準備金の額が資本金の額に達しているため、当事業年度における剰

余金の配当に係る利益準備金は計上しておりません。 
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（損益計算書関係） 

1．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額                 708百万円 

役務取引等に係る収益総額                     237百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額      95百万円 

2．関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額                    62百万円 

役務取引等に係る費用総額                     420百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額   2,433百万円 

 

（金融商品関係） 

 1．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当行は、個人や法人等の預金者から受け入れた預金や短期金融市場から調達した資金

などをもとに、資金の貸出や有価証券運用などを行う銀行業を行っております。 

保有する金融資産及び金融負債は金利変動や価格変動などを伴うため、不利な影響が

生じないよう、オフバランス取引を含む銀行全体の資産及び負債を対象にリスクを統

合的に把握・コントロールし、収益の向上と安定化を図るべく資産及び負債の総合的

管理（ＡＬＭ）を行っております。その一環としてデリバティブ取引も行っておりま

す。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する主な金融商品は、次のとおりであります。 

貸出金は、主に国内の法人及び個人に対するものであり、貸出先の財務状況の悪化等

による信用リスクを有しております。また、固定金利の貸出金については、金利変動

リスクを有しております。 

有価証券は、債券、株式、投資信託等を保有しており、金利変動リスク、価格変動リ

スク、為替変動リスク及び信用リスクを有しております。 

預金及び市場性の資金調達については、流動性リスクや金利変動リスクを有してお 

り、当行の信用力が低下することにより、預金の流出や必要な資金が調達できなくな

る、もしくは不利な条件での取引を余儀なくされる可能性があります。 

また、貸出金、有価証券等にかかる市場リスクの回避を主目的としてデリバティブ取

引を行っており、一部はヘッジ会計を適用しております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当行は、信用リスク管理の基盤として企業審査を位置付け、個社ごとの信用リスク

管理の強化及びポートフォリオ管理手法の高度化を図るとともに、要管理先等に対

する経営改善指導を充実させることを基本方針としております。 

当行は、信用リスク管理態勢の充実を図るため、本部における信用リスク管理部門
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と営業推進部門を分離し、信用リスク管理強化の観点から相互牽制が有効に機能す

る管理態勢を構築しております。 

企業信用格付は、融資支援システム「ＫｅｙＭａｎ」による「企業審査」に基づき

実施しております。企業審査では、まず企業の財務面・非財務面の実態に基づき行

内共通の判断基準により企業信用格付を付与し、格付と整合的な自己査定の債務者

区分の決定及び格付に応じた融資方針や貸出金利の決定などを、企業信用格付を核

とした一連の業務として行っております。 

信用リスク管理部門は、与信ポートフォリオのリスク量を計測するなど、その管理

状況を定期的に、また必要に応じてリスク管理委員会に報告しており、その審議事

項については取締役会に報告しております。 

個別案件の審査・与信判断にあたっては、融資業務の基本方針や個別融資の判断基

準及び融資の集中を防止するための指針を定めた「融資業務の規範」を制定し、こ

れに則って審査を実施しております。 

②市場リスクの管理 

当行は、市場リスクを適切に管理することが戦略目標達成のため重要であることを

十分に認識のうえ、市場リスク管理状況を的確に把握し、適正な市場リスク管理態

勢の整備・確立をはかる中で、能動的に一定の市場リスクを引受け、これを管理す

る中で収益機会を捉えていくことを基本方針としております。 

市場リスク管理体制は、市場運用部門（フロントオフィス）と事務管理部門（バッ

クオフィス）を分離し、さらにリスク管理部門（ミドルオフィス）を設置して相互

に牽制する体制としております。 

市場リスク管理方法は、年度毎に損失管理枠、保有限度枠等を経営執行会議で定め、

厳格に運営しております。ミドルオフィスは、有価証券ポートフォリオの総合損益、

評価損益、ＶａＲ計測のほか、個別資産の保有限度枠の使用率、ＢＰＶ（ベーシ

ス・ポイント・バリュー）等のリスク指標を測定して、経営陣へ日次で報告してお

ります。また、月次でリスク管理委員会へ報告し、リスク管理委員会での検討結果

については、取締役会に報告しております。 

ＡＬＭ委員会では、資産及び負債の総合的管理の観点から、銀行勘定の金利リスク

を含めて市場リスクをモニタリングし、経済環境・市場動向予測に基づいてヘッジ

戦略について検討しております。 

【市場リスクに係る定量的情報】 

（トレーディング目的の金融商品） 

トレーディング目的の有価証券の保有はございません。 

（トレーディング目的以外の金融商品） 

a．金利リスク 

当行において、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「有価

証券」のうち債券、「預金」、「デリバティブ取引」のうち金利関連取引でありま

す。 

当行では、これらの金融資産及び金融負債について、ＶａＲを算出し、金利リスク
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管理にあたっての定量的分析に利用しております。ＶａＲの算定は、ヒストリカ

ル・シミュレーション法（保有期間６ヶ月、信頼区間99％、観測期間５年）を採用

しており、2025年３月31日現在で当行の金利リスク量は、全体で171億円でありま

す。なお、ＶａＲの値についてはバックテスト等による検証を定期的に実施してお

りますが、観測期間中の市場変動を基に一定の発生確率を前提として計測している

ため、過去にない規模の市場変動の影響まで捕捉するものではありません。 

また、当行では、コア預金推計モデルによって推計したコア預金を金利リスク計測

に使用しております。当行が採用するコア預金推計モデルは、ＯＩＳ（オーバーナ

イト・インデックス・スワップ）１ヶ月を説明変数とする線形回帰モデルと将来金

利シナリオによって要求払預金の将来分布を作成し、預金が減少する下方99パーセ

ンタイル値の推移からコア預金を推計するモデルであります。なお、当行では、コ

ア預金推計モデルによるコア預金期待値とコア預金実績値を比較してコア預金推計

モデルの精度を確認しており、その結果から、モデルは十分に高い精度でコア預金

の動きを捕捉しているものと考えております。 

ただし、ＶａＲ及びコア預金推計モデルは過去の金利変動、金利変動と預金変動の

関係をベースに統計的に算出した一定の発生確率での金利リスク量、コア預金を計

測しており、過去にない規模の市場変動の影響まで捕捉するものではありません。 

b．価格変動リスク 

当行において、価格変動リスクの影響を受ける金融商品は、「株式」、「投資信

託」等であり、価格変動リスクのＶａＲを算出して、定量的分析に利用しておりま

す。ＶａＲの算定は、ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間６ヶ月、信頼

区間99％、観測期間５年）を採用しております。2025年３月31日現在で当行の価格

変動リスクに係るＶａＲは、205億円であります。 

なお、ＶａＲの値については有価証券のバックテスト等による検証を定期的に実施

しておりますが、観測期間中の市場変動を基に一定の発生確率を前提として計測し

ているため、過去にない規模の市場変動の影響まで捕捉するものではありません。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行は、市場金融部内に設置した資金繰り管理部門が、日次・週次・月次の資金繰

り状況を把握し、必要に応じて適切な市場調達を実施しております。また、資金繰

り管理部門から独立した流動性リスク管理部門を設置して、流動性状況の判定をす

るなど、相互牽制を図る体制を整備しております。資金繰りリスクや市場流動性リ

スクのモニタリング結果は、リスク管理委員会に報告され、リスク管理委員会での

検討結果については、取締役会へ報告しております。 

④デリバティブ取引に係るリスクの管理 

当行のデリバティブ取引は、貸出金・有価証券等に係る市場リスクの回避を主目的

として取組むことを基本方針としております。 

当行の利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包してお

ります。 

市場リスクにおいては、金利関連のデリバティブ取引において金利変動リスクを、
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通貨関連のデリバティブ取引において為替変動リスクを、株式・債券関連のデリバ

ティブ取引において価格変動リスクをそれぞれ有しております。 

また、信用リスクにおいては、取引の契約先をいずれも取引所や信用度の高い銀行

及び証券会社としており、契約不履行によるリスクを金融機関の運用限度額等によ

り適切に管理しております。 

当行のリスク管理は、金利や為替等の相場変動リスクにさらされている資産・負債

に対して、そのリスク回避のため効果的にデリバティブ取引が利用されているかを

重点的に行っており、その基本方針はＡＬＭ委員会で検討しております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等

を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。 

 

2．金融商品の時価等に関する事項 

2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注2)

参照)。また、現金預け金、売現先勘定並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 
 （単位：百万円） 

 
貸借対照表 

計上額 
時 価 差 額 

(1)商品有価証券    

売買目的有価証券 5 5 － 

(2)有価証券      

満期保有目的の債券 15,587 13,000 △2,587 

その他有価証券 739,292 739,292 － 

(3)貸出金 4,423,517   

貸倒引当金(*1) △46,748   

 4,376,768 4,330,862 △45,906 

資産計 5,131,652 5,083,159 △48,493 

(1)預金 4,867,191 4,866,621 △569 

(2)譲渡性預金 202,727 202,836 108 

(3)借用金 649,284 643,835 △5,448 

負債計 5,719,203 5,713,293 △5,909 

デリバティブ取引(*2)    

ヘッジ会計が適用されていないもの 351 351 － 

ヘッジ会計が適用されているもの(*3) 34,858 34,858 － 

デリバティブ取引計 35,210 35,210 － 

(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 
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デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で

正味の債務となる項目については、( )で表示しております。 

(*3)ヘッジ対象である有価証券等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定し

た金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。 
 

 (注 1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

 

 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい 

て形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する 

相場価格により算定した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以 

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベ

ルに時価を分類しております。 

 

資 産 

商品有価証券及び有価証券 

商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を

利用できるものはレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこ

れに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の

時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場に

おける取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場

参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額

を時価とし、レベル２の時価に分類しております。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法など

の評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なイン

プットを最大限利用しており、インプットには、無担保コールレート、スワップ

レート、信用スプレッド等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないイン

プットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。 

貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出

先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しておりま

す。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごと

に、元利金の合計額をスワップレートをベースに信用スプレッド等を加味した利

率、又は同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定
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しており、レベル３の時価に分類しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来

キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に

基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の

債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を

時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限

を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳

簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベ

ル３の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金及び譲渡性預金 

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時

価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごと

に区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算

定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて

おります。定期預金のうち変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するた

め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。なお、預入期間が短期間（１年以内）の外貨定期預金は、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル

２の時価に分類しております。 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、

当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率、又は、同様の借入におい

て想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金

利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大

きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、

当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のも

のは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。当該時価はいずれもレベル２の時価に分類しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、大部分は店頭取引であり、公表された相場価格が

存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラッ

ク・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それ

らの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリテ

ィ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要で

ない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ

取引、為替予約取引等が含まれます。 
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(注 2) 市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報「その他有価証券」には含まれておりません。 

 （単位：百万円） 

区 分 貸借対照表計上額 

非上場株式等(*1) (*2) 4,702 

組合出資金(*3) 9,199 

(*1)非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第 19 号 2020 年３月 31 日）第５項に基づき、時価開示の対

象とはしておりません。 

(*2) 当事業年度において、非上場株式について 0 百万円減損処理を行っております。 

(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）第 24-16 項に基づき、時価開示の対

象とはしておりません。 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほ

か、「商品有価証券」が含まれております。 

 

1． 売買目的有価証券（2025年３月31日現在） 
(単位：百万円)                       

 当事業年度の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券 － 

 

2. 満期保有目的の債券（2025年３月31日現在） 
 (単位:百万円) 

 
 

種類 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が貸借 

対照表計上額 

を超えるもの 

国 債 － － － 

地方債 － － － 

社 債 － － － 

その他 － － － 

小 計 － － － 

時価が貸借 

対照表計上額 

を超えないもの 

国 債 15,587 13,000 △2,587 

地方債 － － － 

社 債 － － － 

その他 － － － 

小 計 15,587 13,000 △2,587 

合 計 15,587 13,000 △2,587 
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3.子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025年３月31日現在） 
(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 
子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 
 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 
(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 

子会社・子法人等株式 778 

 
4.その他有価証券（2025年３月31日現在） 

(単位：百万円) 
 

種類 
貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 66,808 25,693 41,114 

債券 16,967 16,950 16 

国債 2,000 1,999 0 

地方債 － － － 

短期社債 6,994 6,994 0 

社債 7,972 7,956 15 

その他 43,951 41,326 2,624 

うち外国証券 25,461 25,302 158 

小計 127,726 83,971 43,755 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 4,287 4,966 △678 

債券 479,845 501,945 △22,100 

国債 123,134 136,154 △13,020 

地方債 112,607 114,043 △1,436 

短期社債 14,990 14,992 △1 

社債 229,113 236,754 △7,641 

その他 127,432 164,069 △36,637 

 うち外国証券 109,727 144,205 △34,477 

小計 611,565 670,982 △59,416 

合計 739,292 754,953 △15,660 
   

 
（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

(単位：百万円) 
 貸借対照表計上額 

非上場株式等 3,924 

組合出資金 9,199 

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ

ん。 
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 5．当事業年度中に売却したその他有価証券 

（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

（単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 14,568 6,832 123 

債券 77,878 37 2,884 

国債 77,878 37 2,884 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 44,610 6,525 8,841 

 うち外国証券 44,358 6,525 8,697 

合計 137,057 13,395 11,849 
 
6．減損処理を行った有価証券 

 その他有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の

時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあるものを除き、当該時価をもって貸借

対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処

理」という。）しております。 

 当事業年度における減損処理額はありません。 

個々の銘柄の有価証券の時価が、取得原価に比べて30%程度以上下落した場合は回復可能

性の判定の対象とし、減損の要否を判断しております。 
 

 
（税効果会計関係） 

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりで 

あります。 

     繰延税金資産 

         貸倒引当金                            13,369百万円 

         減損損失                1,724百万円 

         有価証券償却等                     297百万円 

         減価償却                      491百万円 

         退職給付引当金                       482百万円 

     その他有価証券評価差額金              4,618百万円 

         その他                                 1,936百万円 

     繰延税金資産小計                        22,920百万円 

     評価性引当額                           △2,336百万円 

     繰延税金資産合計                        20,584百万円 
      

繰延税金負債 

         前払年金費用                         △2,316百万円 

         固定資産圧縮積立金            △384百万円 

     繰延ヘッジ損益                      △11,309百万円 
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その他                            △13百万円 

繰延税金負債合計                      △14,023百万円 

     繰延税金資産（負債）の純額               6,560百万円 

 

2．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

   「所得税法等の一部を改正する法律（2025 年法律第 13 号）」が 2025 年３月 31 日に成立

したことに伴い、2026 年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税

が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率は従来の 30.4％から、2026 年４月１日以後開始する事業年度以降に解

消が見込まれる一時差異については 31.3％となります。この税率変更により、当事業年度

の繰延税金資産は 87 百万円増加し、その他有価証券評価差額金は 132 百万円増加し、繰

延ヘッジ損益は 325 百万円減少し、法人税等調整額は 279 百万円減少しております。再評

価に係る繰延税金負債は 193百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。 

 

（1株当たり情報） 

1株当たりの純資産額      1,622円 32銭 

1株当たりの当期純利益金額     66円 79銭 

 


